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姫路市中心市街地活性化協議会姫路市中心市街地活性化協議会

平成 32 年 3 月までの計画期間内に、 姫路市中心市街地活性化協議会と連携し、 基本計画に基づく

事業を推進します。

● 「中心市街地の活性化に関する法律」 に基づき、 姫路商工会議所ならびに株式会社まちづくり

姫路 （まちづくり会社） が中心となり基本計画を推進するため、 平成 20年11月11日に 「姫路市

中心市街地活性化協議会」 を設置しました。

● 当協議会では、 基本計画やその実施に関し必要な事項、 その他中心市街地の活性化の総合的かつ

一体的な推進に関し必要な事項を協議しています。

事業推進に向けた検討・推進体制事業推進に向けた検討・推進体制

● 中心市街地の活性化を図るためには、 各事業の推進主体の思いや市民 ・ 民間事業者等を新たに

巻き込んでいく 「主体」 が必要であることから、 実務者レベルで事業を検討するため、 中心市街

地活性化協議会内に 「第2期基本計画策定に向けた活性化検討会議」 を新たに設置しました。

● 会議では、 中心市街地の活性化に向け、 全体ビジョンをはじめ、 各種事業の進捗状況を共有する

とともに、 新計画策定後も引き続き、 事業推進に向けた検討を重ねながら、 事業推進組織につ

いても関係機関等と議論を進めます。
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